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甲
賀
市
で
は
今
年
４
月
か
ら
９
月
ま

で
の
上
半
期
に
、
1
6
2
件
の
相
談
が

あ
り
ま
し
た
。
内
容
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
や
携
帯
電
話
で
「
画
面
を
ク
リ
ッ

ク
し
た
ら
い
き
な
り
『
入
会
登
録
し
ま

し
た
。
登
録
料
5
0
、0
0
0
円
を
振

り
込
ん
で
く
だ
さ
い
。』
と
い
う
表
示

が
さ
れ
た
。
支
払
わ
な
い
と
い
け
な
い

の
か
？
」
と
い
う
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
相
談

や
、
夕
方
、
勧
誘
員
が
自
宅
を
訪
れ
、

子
ど
も
に
テ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
を
し

て
、
そ
の
結
果
、
高
額
な
学
習
教
材
を

契
約
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
相
談
、
ま

た
、
今
ま
で
来
て
も
ら
っ
て
い
た
家
庭

教
師
の
会
社
が
倒
産
し
て
来
な
く
な
っ

た
と
い
う
、
家
庭
教
師
や
補
習
教
材
契

約
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
宅
に
２
人
の
男
が
訪

れ
、
専
門
的
な
用
語
や
良
い
こ
と
だ
け

を
伝
え
、
強
引
に
寝
具
を
契
約
さ
せ
た

り
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
し
た
ら
商
品
を

取
り
に
来
た
販
売
員
に
「
ま
た
来
る
」

と
脅
か
さ
れ
た
り
し
た
事
例
な
ど
、
悪

質
な
訪
問
販
売
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

訪
問
販
売
で
は
、
販
売
員
は
勧
誘
に

先
立
っ
て
業
者
の
氏
名
や
名
称
、
勧
誘

す
る
目
的
を
ハ
ッ
キ
リ
告
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
、
契
約
に
至
っ
た
と

き
に
は
商
品
名
、
販
売
業
者
名
、
販
売

価
格
な
ど
が
書
か
れ
た
書
面
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
電
話
で
の
勧
誘
で
は
、
契
約
し

な
い
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
者
に
勧
誘

を
続
け
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
と
い
っ
た
、
予

期
し
な
い
突
然
の
勧
誘
行
為
に
は
十
分

に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
消
費
者
金
融
業
者
か
ら
お
金

を
借
り
、
そ
の
返
済
が
で
き
な
い
た

め
、
違
う
消
費
者
金
融
業
者
か
ら
ま
た

お
金
を
借
り
る
と
い
う
多
重
債
務
相
談

も
増
え
て
い
ま
す
。

多
重
債
務
に
は
「
特
定
調
停
」「
任
意

整
理
」「
個
人
民
事
再
生
」「
自
己
破
産
」

と
い
っ
た
解
決
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　生活環境課では日々の消費生活のトラブルや苦情の
相談を行っています。気軽に相談してください。お悩み相談室生活環

境課より

知っト
ク！

問
い
合
わ
せ

生
活
環
境
課
　

生
活
交
通
担
当
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　皆さんから納めていただく市税は、福祉・教育な

ど、皆さんの身近な行政サービスに使う大切な財源

です。

　県内の各自治体では、12月を「滞納整理強化月

間」として、税を滞納している方々に対し、税の公

平な負担の観点から、一斉に重点的な滞納整理を

行います。

　甲賀市でも、滞納している方の財産（給与・預

貯金・不動産等）の調査をし、差し押さえをしてい

ますので、もう一度、納め忘れがないかお確かめく

ださい。

　また、納期限までに完納されないと、完納の日ま

での期間に応じた延滞金をあわせて納めていただく

ことになります。これは、期限内に納めている方と

の公平を図るためでもありますので、期限内の納付

をお願いします。

　

昭
和
23
年（
1
9
4
8
年
）国
連
第
３
回
総
会
で
世
界

人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
の
を
記
念
に
、
毎
年
12
月
10

日
を
「
世
界
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
全
て
の
国
連
加
盟

国
に
こ
れ
を
記
念
す
る
行
事
を
毎
年
実
施
す
る
よ
う
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
国
内
で
は
、
毎
年

12
月
10
日
を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
「
人
権
週
間
」

と
定
め
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た
め
の
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
内
で
も
、
期
間
中
に
特
設
人
権
相
談
や
街
頭
啓
発

等
を
行
い
ま
す
。
12
月
４
日（
火
）に
は
、
市
内
の
人
権

擁
護
委
員
の
皆
さ
ん
に
よ
る
人
権
週
間
啓
発
巡
回
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
（
市
役
所
水
口
庁
舎
及
び
各
支
所
を
巡
回
）

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
こ
の
機
会
に
人
権
に
つ
い
て
家
庭
で
、

地
域
で
、
職
場
で
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

に
し
か
わ
　
　

り
ょ
う
へ
い

西
川
　

良
平
（
水
口
町
植
）

に
し
む
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や
す
お
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村
　

泰
雄
（
水
口
町
新
城
）

　

い
け
だ
　
　
　
　

ひ
と
み

池
田
　

仁
美
（
水
口
町
下
山
）

も
り
む
ら
　

し
　

ず
　

こ

森
村
シ
ズ
子
（
水
口
町
中
邸
）

い
ち
い
　
　
　

ゆ
き
お

市
井
　

幸
夫
（
土
山
町
大
野
）

り
ゅ
う
お
う

か
つ
こ

竜
王
　

勝
子
（
土
山
町
黒
川
）

ま
え
だ
　

き
　

し
　

え

前
田
喜
志
江
（
土
山
町
北
土
山
）

ひ
ら
お
　
　
　

と
し
か
ず

平
尾
　

敏
一
（
甲
賀
町
田
堵
野
）

市内の人権擁護委員は
以下の方々です。（敬称略）

　

人
権
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
談
の
あ
る
方
は
、
お
近
く
の

人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
・
市
役
所
人
権
政
策
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
相
談
は
、
左
記
で
も
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。（
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
）

大
津
地
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法
務
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人
権
擁
護
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女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
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※
最
寄
の
相
談
所
開
設
情
報
は
、次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

人
権
啓
発
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
　

http://w
w
w
.jinken.go.jp/
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三
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隆
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甲
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い
む
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の
ぶ
こ

伊
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信
子
（
甲
南
町
寺
庄
）

な
か
じ
ま
　
　
　

き
よ
み

中
島
　

清
美
（
信
楽
町
柞
原
）

と
よ
だ

豊
田
い
づ
み
（
信
楽
町
江
田
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き
　

せ
　
　
　

た
だ
ゆ
き

黄
瀬
　

忠
幸
（
信
楽
町
宮
町
）

甲
賀
市
・
上
半
期
の

消
費
生
活
相
談

　自主防災組織が行う地域の防災活動に必要な施設、又は設

備を整備し、防災力を強化するための「自主防災組織育成助

成事業」に、信楽町の江田区自主防災組織が助成を受けました。

　この事業は自治総合センターが、宝くじの普及広報事業費

として受け入れる受託事業収入を財源として、地域のコミュニ

ティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展

と宝くじの普及広報を行うものです。

　江田区自主防災組織は今回の助成

事業により、災害時に対応できる資

機材等を購入され、活動範

囲を広げておられます。

　今後も地域防災力の

向上に積極的な活動が

期待されます。

地域防災力の
　　　強化めざし

自主防災組織
育成助成事業に信楽町江田区

税
金
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間

12

問い合わせ　納税課
☎65-0681　℻63-4574

育てよう
一人一人の人権意識
思いやりの心・かけがえのない命を大切に

12
月
４
日（
火
）〜
10
日（
月
）は
第
59
回
人
権
週
間

甲賀市総合計画
実施計画（主要事業）

　この実施計画は、甲賀市総合計
画に示す「人  自然  輝きつづける  
あい甲賀」の実現に向けた事業等
のなかで、特に柱となる事業をま
とめた計画書です。
　市ホームページ及び各支所（水
口地域は企画政策課）で公表して
いますのでぜひご覧ください。

平成19～21年度版を

公表

問い合わせ
企画政策課　企画政策担当
TEL65-0670
FAX63-4554
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